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総会を兼ねた催しとして開催
直
し
を
行
う
べ
き
で
は
な
い

か
。
そ
の
際
は
、
消
費
者
保

護
に
重
点
を
置
く
べ
き
で
は

な
い
か
。
薗
他
方
、
商
品
量

目
規
制
を
合
理
化
す
る
た
め

に
、
例
え
ば
主
要
国
で
は
日

本
の
み
が
規
制
し
て
い
な
い

自
動
は
か
り
を
規
制
の
対
象

に
す
る
こ
と
な
ど
も
検
討
す

る
べ
き
で
は
な
い
か
（
自
動

は
か
り
は
、
食
品
を
は
じ
め

と
す
る
大
層
の
包
装
商
品
の

計
量
に
お
い
て
利
用
さ
れ
て

い
る
。）」と
い
う
こ
と
な
ど
、

幾
つ
か
の
見
直
し
事
項
が
提

示
さ
れ
て
い
る
。

　
こ
う
し
た
こ
と
と
関
連
し

て
経
済
産
業
省
審
議
官
原
山

保
人
氏
（
当
時
）
が
、「
法
定

計
量
器
と
い
う
形
ま
で
取
っ

て
強
い
規
制
を
す
る
と
い
う

の
は
、
消
費
者
保
護
と
い
う

こ
と
に
特
化
を
し
て
も
い
い

の
で
は
な
い
か
」
と
発
言
し

て
い
る
こ
と
や
、
こ
の
発
言

に
連
動
す
る
よ
う
に
現
在
の

特
定
計
量
器
に
指
定
さ
れ
て

い
る
計
量
器
の
幾
つ
か
に
関

し
て
、
指
定
を
外
す
た
め
の

聞
き
取
り
調
査
等
が
行
わ
れ

て
い
る
。

　
特
定
計
量
器
の
う
ち
ト

ラ
ッ
ク
ス
ケ
ー
ル
と
呼
ば
れ

る
大
型
は
か
り
な
ど
は
、
対

消
費
者
と
の
取
引
に
お
け
る

使
用
例
の
ほ
か
業
者
間
取
引

の
事
例
も
あ
る
こ
と
か
ら
、

こ
う
し
た
大
型
は
か
り
始
め

幾
つ
か
の
は
か
り
が
業
者
間

取
引
で
使
用
さ
れ
て
い
る
事

例
を
も
っ
て
、
特
定
計
量
器

か
ら
除
外
さ
れ
、
検
定
や
定

期
検
査
が
実
施
さ
れ
な
く

な
っ
た
場
合
に
は
、
計
量
器

の
性
能
の
保
全
が
怪
し
く
な

り
、
結
果
と
し
て
適
正
な
計

　
全
国
は
か
り
企
業
懇
話
会

（
代
表
早
川
静
英
氏
）
は
、

計
量
法
改
正
の
た
め
の
計
量

行
政
審
議
会
が
大
型
は
か
り

な
ど
ト
ラ
ッ
ク
ス
ケ
ー
ル
を

検
定
検
査
の
対
象
か
ら
外
れ

る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
か

ら
、「
適
正
計
量
の
実
施
の
確

保
と
大
型
は
か
り
の
検
定
な

ど
法
的
規
制
の
あ
り
方
」
に

関
す
る
検
討
・
懇
談
の
た
め

の
会
合
を
開
く
。
全
国
は
か

り
企
業
懇
話
会
は
、
は
か
り

の
型
式
承
認
の
事
務
に
関
係

し
て
生
ま
れ
た
全
国
の
地
場

の
は
か
り
事
業
者
の
「
情
報

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
」
で
あ

り
、
こ
の
た
び
の
計
量

法
改
正
に
関
係
し
て
、

は
か
り
の
性
能
維
持
と

法
的
規
制
の
関
係
を
、

適
正
計
量
の
あ
り
方
と

関
係
付
け
て
検
討
す

る
。
同
検
討
・
懇
談
会

は
、総
会
も
あ
わ
せ
て
開
き
、

役
員
を
選
出
す
る
計
画
で
あ

る
。
現
在
の
役
員
は
次
の
と

お
り
。
代
表
幹
事
早
川
静
英

氏
、
副
代
表
幹
事
横
須
賀
健

治
氏
、
大
原
誠
氏
、
幹
事
横

田
貞
一
氏
、
増
山
修
氏
、
恵

藤
敏
郎
氏
、
大
平
岳
男
氏
。

全
国
は
か
り
企
業
懇
話
会
の

「
適
正
計
量
の
実
施
の
確
保

と
大
型
は
か
り
の
検
定
な
ど

法
的
規
制
の
あ
り
方
」
に
関

す
る
検
討
・
懇
談
会
の
実
施

要
領
は
次
の
と
お
り
で
あ

り
、
関
係
す
る
人
々
の
参
加

を
呼
び
か
け
て
い
る
。
当
日

参
加
で
き
な
い
方
に
は
電
子

メ
ー
ル
、
フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
な

ど
で
の
意
見
提
案
、
資
料
提

出
を
歓
迎
し
て
い
る
。
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は
か
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全
国
は
か
り
企
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資
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計
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行
政
審
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会
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成
　
年
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W
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4
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会
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開
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面

新
J
I
S
マ
ー
ク
第
一
号
を
認
証
、
叙
勲
受
賞
者
紹
介
　
      宇
面

私
の
履
歴
書
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藤
勝
夫
宜
、社
説
、計
量
ひ
と
く
ち
メ
モ
　
烏
面

新
製
品
ニ
ュ
ー
ス
、
イ
シ
ダ
・
タ
ニ
タ
ほ
か
　
　
　
 羽
面

東
日
製
作
所
、
ト
ル
ク
講
習
会
を
開
催
　
　
　
　
　
 羽
面

計
量
記
念
日
特
集
桓

全
国
は
か
り
企
業
懇
話
会
が
計
量
法
改
正
検
討
・
懇
談
会

　
月
　
日
峨
　
時
か
ら
、東
京
の
如
水
会
館
で

11

15

13

秋
の
褒
章
・
叙
勲
芋

褒
章
【
黄
綬
褒
章
】
▽
大
森

健
次
（
共
栄
衡
器
珂
代
表
取

締
役
社
長
、
全
国
計
量
器
販

売
事
業
者
連
合
会
会
長
）

【
藍
綬
褒
章
】
▽
佐
藤
良
晴

（
珂
山
武
代
表
取
締
役
会

長
）

叙
勲
【
旭
日
大
綬
章
】
▽
安

西
邦
夫
（
東
京
瓦
斯
（
株
）

取
締
役
会
長
）

【
旭
日
小
綬
章
】
▽
伊
藤
誠

（
元
栃
木
県
会
議
員
、
日
本

計
量
振
興
協
会
理
事
）

【
瑞
宝
中
綬
章
】
▽
服
部
晋

（
も
と
工
業
技
術
院
、
計
量

研
究
所
長
）
▽
前
川
稠
（
元

工
業
技
術
院
、
電
子
技
術
総

合
研
究
所
次
長
）

【
瑞
宝
小
綬
章
】
▽
内
川
恵

三
郎
（
元
計
量
教
習
所
長
）

▽
三
浦
甫
（
元
工
業
技
術

院
、
電
子
技
術
総
合
研
究
所

基
礎
計
測
部
長
）

（
詳
細
は
次
号
以
下
）

「大型はかり等の性能は検定･検査制度によってしか保持されない」

事
業
者
は
制
度
維
持
を
希
望
か

　
計
量
法
を
改
正
す
る
た
め

の
審
議
会
で
あ
る
平
成
　
年
17

度
第
一
回
計
量
行
政
審
議
会

が
　
年
7
月
　
日
に
開
か

05

26

れ
、
こ
こ
で
 公
正
な
取
引
の

確
保
と
い
う
こ
と
で
、「
商
店

で
の
買
い
物
、
電
気
・
ガ
ス
・

水
道
な
ど
の
代
金
支
払
い
な

ど
が
、
公
正
に
行
わ
れ
る
た

め
に
は
、
適
切
な
「
計
量
器
」

や
適
切
な
「
計
り
方
」
の
確

保
が
重
要
」
と
し
、
制
度
の

見
直
し
の
方
向
性
と
い
う
こ

と
で
特
定
計
量
器
の
検
査
・

検
定
に
関
し
て
「
苑
規
制
対

象
を
削
減
す
る
方
向
で
、
見

　
計
量
法
改
正
の
た
め
の
審
議
会
で
、特
定
計
量
器
は「
消

費
者
保
護
と
い
う
こ
と
で
特
化
し
て
い
い
の
で
は
な
い

か
」
と
い
う
経
済
産
業
省
審
議
官
原
山
保
人
氏
（
当
時
）

の
発
言
は
、
ト
ラ
ッ
ク
ス
ケ
ー
ル
等
大
型
は
か
り
の
検
定

や
定
期
検
査
か
ら
の
除
外
に
つ
な
が
り
か
ね
な
い
と
い
う

こ
と
で
、
業
者
間
取
引
と
対
消
費
者
取
引
と
が
混
在
す
る

こ
れ
ら
は
か
り
の
検
定
制
度
の
存
置
を
希
望
す
る
声
と
動

き
が
出
始
め
て
い
る
。
大
型
は
か
り
製
造
の
事
業
者
や
計

量
証
明
の
事
業
者
は
、
こ
れ
ら
は
か
り
の
性
能
は
、
検
定

･
検
査
制
度
の
よ
っ
て
こ
そ
保
持
さ
れ
て
い
る
の
が
実
態

で
あ
る
と
し
て
、
大
型
は
か
り
の
特
定
計
量
器
と
し
て
の

指
定
の
存
置
を
希
望
す
る
考
え
が
強
い
よ
う
だ
。

は
か
り
の
性
能
は
定
期
的
な
メ
ン
テ
ナ
ン

ス
を
す
る
こ
と
で
維
持
さ
れ
る
の
が
現
状

量
の
実
施
の
確
保
そ
の
も
の

に
難
渋
を
極
め
る
の
で
は
な

い
か
と
い
う
危
惧
の
念
が
関

係
事
業
者
な
ら
び
に
大
型
は

か
り
使
用
者
か
ら
発
せ
ら
れ

て
い
る
。

　
こ
う
し
た
は
か
り
は
計
量

法
の
関
係
規
定
か
ら
除
外
さ

れ
て
い
る
港
湾
施
設
に
設
置

の
輸
出
向
け
貨
物
の
計
量
用

の
ト
ラ
ッ
ク
ス
ケ
ー
ル
が
、

計
量
法
の
定
め
が
な
い
と
い

う
こ
と
で
、
定
期
的
な
性
能

の
検
査
が
行
わ
れ
な
く
な
る

こ
と
を
示
し
て
、
関
係
す
る

制
度
の
現
状
維
持
を
希
望
す

る
事
業
者
た
ち
が
い
る
。

（
羽
面
に
つ
づ
く
）


